
地

方
自

治

法

の
一

部

を

改

正
す

る
法

律

案

に
対
す

る

附

帯
決

議 

平

成
十

八

年

五

月

三

十
日 

 

参

議

院

総

務

委

員

会 
  

政

府

は

、

本

法

施

行

に
当

た

り

、
次

の

事

項

に

つ

い

て

配
慮

す

べ
き
で

あ

る
。 

 

一 

地

方

分

権
を

着

実

に
推

進
す

る
た

め

に
は
、
事

務
・
権
限

の
移
譲

の

推

進
、
国

の
個

別

法

令
・
制
度

に
お
け

る

地

方
の

自

由
度

の

拡

大

、
並

び

に
地

方

税

財
政

制

度

の
改

革

が
重

要

な

課
題
と

な

っ
て

い

る
こ
と

か

ら

、
こ

れ

ら

に

つ
い

て

具
体

的
に
推

進
す

る
た

め

の

方
策

に

つ
い
て

検

討
す

る
こ

と

。 
 

二 

地

方

公

共

団

体

の

自

主

性

・

自

律

性

を

高

め

る

観

点

か

ら

、

国

の

法

令

に

よ

る

地

方

公

共

団

体

の

事

務

の

義

務

付

け

、

事
務

事

業

の
執

行

方

法
・
執

行

体

制

に

対
す

る
枠

付
け

及
び

関

与

に

つ

い

て

点
検

し

、
適

切
な

見
直
し

を

進
め
る
と

と

も

に
、
今

後

制

定
す

る

法

令

に

つ

い
て

は

、

極
力
こ

の

よ
う

な

義

務
付
け

等
を

縮
小

す

る
こ
と

。 

特
に
、

自

治

事
務

に

つ
い
て

は

、
原

則

と

し
て

、

国

は

制
度

の

大

枠
を

定

め
る
こ

と

に
留

め

、

地

方
公

共

団
体
が

企
画

立

案
か

ら

管
理
執

行

に
至

る

ま
で

条
例

等

に

よ
り

行

う
こ
と

が

で

き

る

よ
う

に
す

る
こ
と

。 
 

三 

長

又

は
議
長

の

全
国

的

連

合
組

織

に

対
す

る

情

報
提
供

制

度

の
運

用

に
当

た

っ
て

は
、
国

と

地

方

の

意
見

交

換

を

実
質

的
に

担

保
で

き

る

よ
う

に
す

る

た

め
、
事

前

の
適

切

な

時
期

に

、
関

連
す

る
資
料

を

添
え
て

そ

の
施

策

の

内
容
を

通

知
す

る
こ
と

を

徹
底
す

る
こ
と

。 
 

四 

地

方

議
会

の

機

能

の
充

実

強
化
を

図

る
た

め
、
議

決

事

件

の
拡

大

、
調

査
権
・
監

視
権

の

強
化

、
議

会

の

内

部

組

織
権

の
拡

充

、

議
会

の

独

立

性

の

確

保

の
た

め

必
要
な

議

長

権
限

の

付
与

等

に

つ
い
て

、

引
き

続

き

検

討
を

行

う
こ
と

。 
 

五 

行

政

委

員
会

制

度

に

つ

い

て

は

、
地

方
の
自

主

性
・
自

律

性
を

拡

大

す

る
た

め

、
必

置
規

定
の
見

直

し

、
組

織
・
運

営

の
弾

力

化

等

に

つ

い

て

、
地

方

公

共

団

体

の
実

態
を

十
分

に

踏

ま
え

、

引

き

続
き

検

討
を

行

う

こ
と

。 
 

六 

住

民

投
票

制

度

に

つ
い

て

は
、
対
象
と

す

べ

き

事
項

、
長

や

議
会

の

権
限
と

の

関
係

、
投

票

結

果

の

拘

束

力

の

在

り
方

等

に

つ

い

て

、
引

き

続
き

検

討
を

行
う

こ

と

。 
  

 

右

決

議
す

る

。 


